
滋賀県公安委員会定例会議会議録 

 

第１ 日時 

   令和６年 12月５日（木）午後１時 30分～午後３時 47分 

 

第２ 出席者 

 １ 公安委員会 

   髙橋委員長、上田委員 

 ２ 県警察 

池内本部長、尾張警務部長、田中生活安全部長、竹谷刑事部長、舩越交通部長 

長警備部長、山口首席監察官、西村警察学校長、吉栖情報通信部長 

 

第３ 議事の概要 

 １ 協議事項 

なし 

 ２ 報告事項 

(1) 令和６年 10月中における情報公開請求等の状況について 

警察から、令和６年 10月中における情報公開請求等の状況について書面報 

告があった。 

(2) 六代目山口組及び絆會に対する特定抗争指定暴力団等の指定延長について 

  竹谷刑事部長から、六代目山口組及び絆會に対する特定抗争指定暴力団等の 

指定延長について報告があった。その際、上田委員から「暴力団を不安に思わ 

れている県民がいることから、安全・安心につながる対策を強化されたい。」 

髙橋委員長から「暴力団追放・撲滅という県民の声を幅広く共有することが重 

要である。」旨の発言があった。 

(3) 令和６年 10月末の交通事故発生状況について 

  舩越交通部長から、令和６年 10月末の交通事故発生状況について報告があ 

った。その際、上田委員から「自転車の運転手がヘルメットを着用していない 

姿が散見されるので、着用率の向上に向けた取組を推進されたい。」、髙橋委 

員長から「交通死亡事故を起こせば、その後の人生が大きく変わるので、その 

重大性について県民に浸透させることが大切だと思う。」旨の発言があった。 

 

第４ 個別報告・決裁関係 

１ 報告事項 

  警察活動の課題等について 

  警務課から、警察活動の課題等について報告があった。 

 

 



２ 決裁関係 

(1) 運転免許行政処分について 

運転免許課から、運転免許取消対象事案等について、事案の内容並びに意見 

 聴取及び聴聞の結果の報告を受け、協議の結果、12 件について行政処分を決 

 定した。 

(2) 公安委員会に対する苦情の申出に係る処理結果について 

総務課から、公安委員会に対する苦情の申出に係る処理結果について説明が 

あり、協議の上、原案のとおり決裁した。 

 (3) 公文書非公開決定処分に係る審査請求に伴う滋賀県公文書管理・情報公開・ 

個人情報保護審議会への諮問について 

総務課から、公文書一部公開決定処分に係る審査請求に伴う滋賀県公文書管 

理・情報公開・個人情報保護審議会への諮問について説明があり、協議の上、 

原案のとおり決裁した。 

(4) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の審査 

基準の一部改定について 

    警察県民センターから、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の 

支援に関する法律の審査基準の一部改定について説明があり、協議の上、原案 

のとおり決裁した。 

  (5) 銃砲刀剣類所持等取締法違反による指示処分取消請求（控訴）事件の行政上 

   告受理申立て事件の決定調書の受領について 

総務課から、銃砲刀剣類所持等取締法違反による指示処分取消請求（控訴） 

事件の行政上告受理申立て事件の決定調書の受領について報告があり、これを 

了承した。 

 (6) 令和６年度実地監査の実施結果について 

警務課から、留置管理業務に関する実地監査の実施結果について報告があ 

り、これを了承した。 

 (7) 六代目山口組及び絆會に対する特定抗争指定暴力団等の指定延長について 

組織犯罪対策課から、六代目山口組及び絆會に対する特定抗争指定暴力団等 

の指定延長について説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。 

 (8) 信号機の設置について 

交通規制課から、信号機の設置について説明があり、協議の上、原案のとお 

り決裁した。 

 (9) 道路交通法に係る審査基準及び処分基準の一部改正について 

運転免許課から、道路交通法に係る審査基準及び処分基準の一部改正につい 

て説明があり、協議の上、原案のとおり決裁した。 

 (10)小型無人機等の飛行に関する通報受理について 

警備第二課から、小型無人機等の飛行に関する通報受理３件について書面報 

告があり、これらを了承した。 

 



  (11)警察職員等の援助要求について 

警備第二課から、福井県公安委員会からの援助要求について書面報告があ 

り、これを了承した。 

 

 

このページについてのお問合せ 

滋賀県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室 

電話：０７７－５２２－１２３１ 

 


